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【 規 則 】 

 

和歌山市財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和６年３月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１０号 

和歌山市財務規則の一部を改正する規則 

和歌山市財務規則（昭和３９年規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５４条に次の１号を加える。 

（１８）物価高騰重点支援給付金 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和６年３月１３日掲示済）  

 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月１５日 

   和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１１号 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４３年規則第８号）の一部を次

のように改正する。 

第７条の２第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売春防止法（昭和３１年法律

第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月１５日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１２号 

   和歌山市漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市漁港管理条例施行規則（昭和４８年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「漁港漁場整備法施行令」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令」に、「漁港漁場整備法施

行規則」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第８７号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例第２４号）第１６

条の規定に基づき、所有者等からの引取りのない放置自動車を次のとおり処分するので、同条の規定により告示

する。 

令和６年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び移動し、保管した旨を告示し

た年月日 

放置場所 
移動し、保管し

た年月日 

自動車の種類等 保管場所

の所在地 

移動し、保管した旨

を告示した年月日 車種 色 

和歌山市西浜１６６０番
地４０１号 和歌山市中
央卸売市場総合食品セン
ター駐車場 

令和５年１２月

６日 

ダイハツ 
ミラ 

シルバー 和歌山市
和佐中１
１２ 

令和５年１２月１２
日 

２ 処分理由 

  和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１６条に該当したため 

３ 処分年月日 

  令和６年３月６日 

４ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年３月５日掲示済）  

 

和歌山市告示第８８号 

和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成５年条例第２４号）第１６

条の規定に基づき、所有者等からの引取りのない放置自動車を次のとおり処分するので、同条の規定により告示

する。 

令和６年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置場所、移動し、保管した年月日、自動車の種類等、保管場所の所在地及び移動し、保管した旨を告示し

た年月日 

放置場所 

移動し、

保管した

年月日 

自動車の種類等 
保管場所の所在

地 

移動し、保管した旨

を告示した年月日 車種 色 

和歌山市有本字上新田７９７番 令和５年 ホンダ モ 白 和歌山市和佐中 令和５年１２月１２ 
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 １地先から和歌山市松島字中新
田５５８番地先（紀の川第９緑
地 駐車場内） 

１２月６

日 

ビリオ  １１２ 日 

２ 処分理由 

  和歌山市放置自動車及び放置船舶の発生の防止及び適正な処理に関する条例第１６条に該当したため 

３ 処分年月日 

  令和６年３月６日 

４ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年３月５日掲示済）  

和歌山市告示第８９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年３月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年２月１７日及び同月２６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年２月２１日及び同月２９日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年２月１９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車  １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 
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   和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年３月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第９０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年３月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、城東公園及

び岡崎駅前団地第三公園 

令和６年２月１６日、同月２０日、同月２１日、

同月２６日及び同月２８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和６年３月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第９１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年３月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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 １ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年３月８日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺

自転車等放置禁止区域 

令和５年１１月１７日 令和５年１２月７日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年１１月２２日 令和５年１２月７日 

南海和歌山市駅前周辺自

転車等放置禁止区域 

令和５年１１月２０日 令和５年１２月７日 

和歌山市内一円市道上、

無料駐輪場及び美園公園 

令和５年１１月１７日、同月２０日、

同月２１日、同月２２日、同月２７日

及び同月２８日 

令和５年１２月７日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和６年３月７日掲示済）  

 

和歌山市告示第９２号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に

よる事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又

は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０５０１

８０１３６ 

医療法人弘愛会 介護老人保健施設こすも 

和歌山市つつじが丘７丁目３番

地２ 

訪問リハビリテー

ション 

介護予防訪問リハ

ビリテーション 

令和６年２月

１日 

３０７０１

１１９２１ 

菜の花株式会社 居宅介護支援菜の花 

和歌山市狐島６２８－６９ 

居宅介護支援 令和６年２月

４日 

３０７０１

０７３８２ 

菜の花株式会社 訪問介護ヘルパーステーション

ナノハナ 

和歌山市狐島６２８－６９ 

訪問介護 令和６年２月

４日 

３０７０１

０５２２０ 

有限会社きのし

たメディカルサ

ービス 

デイサービスかがやき 

和歌山市禰宜９２０－１ 

通所介護 令和６年２月

２０日 

３０７０１

１０６３４ 

株式会社惠み 訪問介護ステーションおり鶴 

和歌山市中之島３７５－９ 

訪問介護 令和６年２月

２９日 

３０７０１ 川福石油株式会 ケアプラン優  々 居宅介護支援 令和６年２月 
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 １４２１４ 社 和歌山市吉礼８３－１ リバー

サイドⅤ１０２号室 

 ２９日 

３０６０１

９１２１４ 

川福石油株式会

社 

訪問看護ステーション優  々

和歌山市吉礼８３－１ リバー

サイドⅤ１０２号室 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和６年２月

２９日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９３号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第７８条の１１の規定により次のとおり告示する。 

令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名及び住所 

事業所の名称及

び所在地 

サービスの

種類 
廃止年月日 

３０７１７

００４９０ 

株式会社インテック 

和歌山県紀の川市貴志川町前田１９７番地

の４ 

中西良平 

和歌山県紀の川市貴志川町前田１９１番地 

デイサービスひ

まわり 

和歌山県紀の川

市貴志川町神戸

２８番地の１ 

地域密着型

通所介護 

令和６年２

月１０日 

３０９０１

０１５０６ 

有限会社まついコーポレーション 

和歌山市砂山南４丁目１番３７号 

松井由美子 

大阪府泉南市信達市場１６９３－２ 

まつい訪問看護

ステーションメ

イプル 

和歌山市西浜１

２２３番地１８ 

地域密着型

通所介護 

令和６年２

月２９日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９４号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は

氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 

廃止年

月日 

３０７０１

０７３８２ 

菜の花株式会社 訪問介護ヘルパーステーション

ナノハナ 

和歌山市狐島６２８－６９ 

予防給付型訪問サー

ビス 

生活支援型訪問サー

ビス 

令和６

年２月

４日 

３０７１７

００４９０ 

株式会社インテッ

ク 

デイサービスひまわり 

和歌山県紀の川市貴志川町神戸

２８番地の１ 

予防給付型通所サー

ビス 

令和６

年２月

１０日 

３０７０１

０５２２０ 

有限会社きのした

メディカルサービ

ス 

デイサービスかがやき 

和歌山市禰宜９２０－１ 

予防給付型通所サー

ビス 

令和６

年２月

２０日 

３０９０１

０１５０６ 

有限会社まついコ

ーポレーション 

まつい訪問看護ステーションメ

イプル 

予防給付型通所サー

ビス 

令和６

年２月 

  和歌山市西浜１２２３番地１８  ２９日 
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 （令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９５号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定居宅サービスに係る指定及び第５３条第１

項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１４８７ 

株式会社Ｈｅｌｉｏ 訪問看護ステーションひだまり 

和歌山市有本１８０番地１７ 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和６年３

月１日 

３０６０１

９１４９５ 

合同会社ｍ＆ｍ あんど訪問看護 

和歌山市吉礼８３－１ リバー

サイドⅤ１０２号 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和６年３

月１日 

３０７０１

１４７１９ 

特定非営利活動法人

惠み 

訪問介護ステーション惠み 

和歌山市加納４２８－７ グリ

ーングラスＢ棟１１０ 

訪問介護 令和６年３

月１日 

３０７０１

１４７３５ 

ライフカンパニー株

式会社 

ヘルパーステーションナチュレ 

和歌山市北新金屋丁７６－８ 

訪問介護 令和６年３

月１日 

３０７０１

１４７２７ 

日本商事株式会社 レッツ倶楽部紀州ふきあげ 

和歌山市吹上２丁目３番３７号 

Ｍ・吹上１階 

通所介護 

 

令和６年３

月１日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９６号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和６年３月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４７３５ 

ライフカンパニー

株式会社 

ヘルパーステーションナチュレ 

和歌山市北新金屋丁７６－８ 

予防給付型訪問

サービス 

令和６年３月

１日 

３０７０１

１４７２７ 

日本商事株式会社 レッツ倶楽部紀州ふきあげ 

和歌山市吹上２丁目３番３７号 

Ｍ・吹上１階 

予防給付型通所

サービス 

 

令和６年３月

１日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、還付通知書の送達ができないので、国民健康保

険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和６年３月１５日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    
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 １ 送達書類の名称 令和５年度国民健康保険料の還付通知書 

２ 交付期限 告示日より７日を経過した日から２年 

（別紙省略） 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９８号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

事業所番
号 

事業所の名
称 

事業所の
所在地 

指定に係
る種類 

主たる対
象とする
障害種別 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

指定年
月日 

指定の有
効期限 

３０２０

１２３５

７０ 

グループホ

ーム スタ

ーシード 

和歌山市

狐島４０

１番地７ 

共同生活

援助 

知的障害

者、精神

障害者 

株式会社ガ

イア・ヴァ

ジュラ 

和歌山市狐

島４１４番

地２３ 

令和６

年３月

１日 

令和１２

年２月２

８日 

３０２０

１２３５

８８ 

 

らな・ぽす

と 

 

和歌山市

湊１７６

３番地の

２ 

共同生活

援助 

身体障害

者、知的

障害者、

精神障害

者 

合同会社Ｋ

Ｓリンク 

泉南市新家

２８９２－

１ ファミ

ール南大阪

２１４ 

令和６

年３月

１日 

令和１２

年２月２

８日 

３０１０

１２４４

１４ 

ケアステー

ション絆 

和歌山市

小倉１２

９番地１ 

居宅介

護、重度

訪問介護 

特定なし 株式会社絆 和歌山市小

倉１２０番

地５ 

令和６

年３月

１日 

令和１２

年２月２

８日 

３０１０

１２４４

２２ 

あんど 和歌山市

栄谷７４

１－７ 

生活介護 特定なし 株式会社わ

かまち 

和歌山市井

辺２５４－

１ 

令和６

年３月

１日 

令和１２

年２月２

８日 

                                （令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第９９号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第２１条の５の２５の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年３月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓  

事業所番
号  

事業所の
名称 

事業所の所
在地 

指定に係る種類 事業者の
名称 

事業者の主た
る事務所の所
在地 

指定年月
日 

指定の有
効期限 

３０５０

１０１３

１４ 

ｐｒｉｍ

ｏ－プリ

モ－ 

和歌山市新

堀東２丁目

４番４４号 

児童発達支援、

放課後等デイサ

ービス 

株式会社

ＶＥＲＩ

ＴＡ 

和歌山市新堀

東２丁目４番

４４号 

令和６年

３月１日 

令和１２

年２月２

８日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

和歌山市告示第１００号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項

の指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告示する。 

令和６年３月１５日 
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                                   和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定自立支援医療機関の名称 所在地 担当する医療の種類 指定年月日 

アットホーム薬局 和歌山市和佐関戸２２番地１ 調剤 令和６年３月１日 

訪問看護あすなろ 和歌山市榎原２０４番地１０ 訪問看護 令和６年３月１日 

（令和６年３月１５日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和６年３月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市南出島字若井田４９番、５０番１、５０

番３、５０番４、５１番５、５２番１の一部、５ 

和歌山市中之島１６３１番地 

株式会社泰建 代表取締役 林 静男 

２番２の一部、水路、里道  

（令和６年３月４日掲示済）  

 

 市有財産（土地及び建物付き土地）の売却について、次のとおり先着受付順売却を行うので、公告する。 

  令和６年３月１１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 先着受付順により売却する物件 

  以下の土地及び建物付き土地を売却する。 

物件

番号 
所在地番 地目又は構造 

実測地積又は

床面積（㎡） 
売却価格（円） 

１ 和歌山市今福二丁目７番２３ 宅地 １４４．０１ ９，５２０，０００ 

２ 先着受付順売却の申込資格 

申込みができる者は、日本国内に住民登録をしている個人及び日本国内で法人登録している法人とする。た

だし、次の事項に該当する者は、入札に参加することができない。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。

）及び同法の規定による固定資産税を滞納している者 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事す

る本市職員 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者並びに同条第２項各

号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びそのものを代理人、支配人

その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

（５）和歌山市が行う契約からの暴力団排除に関する合意書 ２に規定する排除措置の対象となる法人等である

者 

３ 先着受付順売却募集案内を配布する場所及び期間 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市財政局財政部管財課 

（２）期間 令和６年３月１１日（月）から令和６年１２月２７日（金）までの休日等（国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び日曜日、土曜日並びに１２月２９日から翌年の１月３
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 日までの日をいう。以下同じ）を除く午前９時から午後５時まで 

４ 先着受付順売却実施の期間及び申込場所 

先着受付順売却に申し込もうとする者は、令和６年４月１０日（水）から令和６年１２月２７日（金）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までに、所定の申込書により、和歌山市財政局

財政部管財課で申込みをしなければならない。 

なお、郵便、信書便又はファックスによる申込みはできない。 

５ 契約条項を示す期間及び場所 

（１）期間 令和６年３月１１日（月）から令和６年１２月２７日（金）までの休日等を除く午前９時から午後

５時まで 

（２）場所 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市財政局財政部管財課 

６ 申込みの無効 

次の事項に該当するときは、その者の申込みを無効とする。 

（１）申込資格者でない者が申し込んだときの申込み 

（２）市有財産先着受付順売却申込書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱し、又は不明な申込み 

（３）金額を訂正した市有財産先着受付順売却申込書による申込み 

（４）申込みに関し、担当職員の指示に従わなかった者の申込み 

７ 買受者の決定方法 

（１）有効な受付の先着順に書類審査を行い、買受者及び補欠者（３名まで）を決定する。 

（２）同日に複数の申込みがあったときは、後日、公開抽選を行い、買受者及び補欠者を決定する。 

（３）抽選実施日に出席しなかった者又は抽選実施時刻に遅刻した者は、棄権したものとみなし、抽選結果につ

いて異議を申し立てることはできない。 

（４）公開抽選に代理人が参加する場合は抽選に関する委任状を提出すること。 

８ 売買契約及び契約保証金 

買受者は、市有財産売払決定通知書を受取った日から７日以内に、売買代金の１００分の１０以上の契約保

証金を納付した上で、売買契約を締結しなければならない｡ただし、売買契約締結期限延長に関する申請を行

った者で、売買契約締結期限延長決定通知書の交付を受けたものは、決定を受けた期限までに、売買代金の１

００分の１０以上の契約保証金を納付した上で、売買契約を締結しなければならない｡ 

９ 売買代金の納付 

契約を締結した者は、当該契約に係る売買代金を契約締結の日から２０日以内に一括で納付しなければなら

ない｡ 

１０ その他 

（１）先着受付順売却に関する事務を担当する部局 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市財政局財政部管財課財産管理活用班  

電話 ０７３－４３５－１０３２（直通） 

（２）物件及び契約に関する事務を担当する部局 

物件番号１ 和歌山市都市建設局建築住宅部住宅第１課用地対策班  

電話 ０７３－４３５－１０９８（直通） 

（３）契約書作成の要否 

必要である。 

（４）議会の議決 

不要である。 

（令和６年３月１１日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の道路の指定を次のとおり取り消したので、公告す

る。 
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   令和６年３月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 指定の年月日 指定道路の位置 指定道路の幅員及び延長 

２５００８３－１ 昭和４６年４月１日 和歌山市神前２３番の内 幅員      ４．０ｍ 

延長     ３９．０ｍ 

（令和６年３月１３日掲示済）  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の道路の指定を次のとおり変更したので、公告する。 

  令和６年３月１３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
指定の

年月日 
新旧 指定道路の位置 

指定道路の幅員及

び延長 

２５００

８３－２ 

昭和４

６年４

月１日 

新 和歌山市神前２５番の内、３２番１の内、３２番４

の内、３２番６の内、３５番６の内、３７番１の内 

幅員   ４．０ｍ 

延長  ５１．７ｍ 

旧 和歌山市神前２３番の内、３２番１の内、３２番４

の内、３２番６の内、３５番６の内、３７番１の内 

幅員   ４．０ｍ 

延長  ７４．０ｍ 

（令和６年３月１３日掲示済）  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号による道路の位置を次のとおり指定する。 

 令和６年３月１４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

指定年月日 

指定番号 
道路名 道路の位置 道路の延長及び幅員 

令和６年３月１２

日第１２８号 

一般国道

４２線 

和歌山市和歌浦東４丁目６６０

番３５から和歌山市和歌浦西１

丁目３６８番２まで 

延長          ７７０ｍ 

幅員 ２３．６０ｍ～５４．５０ｍ 

総延長         ７７０ｍ 

（令和６年３月１４日掲示済）  

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第８号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和６年３月１１日 

和歌山市選挙管理委員会    

委員長  宮 原 秀 明    

１ 日時 令和６年３月１５日（金）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて  

（２）在外選挙人名簿に登録するについて 

（３）在外選挙人名簿から抹消するについて 

                                   （令和６年３月１１日掲示済）  

【 教育委員会規 則 】 

 



           和歌山市公報（第１７７１号）  令和６年（２０２４年）３月１５日 

 

－13－ 

 和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

 令和６年３月８日 

                                  和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第１号 

   和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 （和歌山市民図書館条例施行規則の一部改正） 

第１条 和歌山市民図書館条例施行規則（昭和５６年教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「を受け、又は利用者登録兼利用機能登録申込書（別記様式第５号）に必要事項を記載して、

館長に提出し、教育委員会（以下「委員会」という。）が認めるカードに利用券機能の登録」を削り、同条第

２項中「又は委員会が認めるカードに利用券機能の登録」を削り、同条第３項中「（マイキープラットフォー

ム（同項に規定する個人番号カードを様々なサービスを呼び出す共通ツールとして利用するための情報基盤を

いう。）にマイキーＩＤが登録されているものに限る。以下「マイナンバーカード」という。）」を「（以下

「マイナンバーカード」という。）及びその他教育委員会（以下「委員会」という。）が認めるカード（以下

「マイナンバーカード等」と総称する。）」に、「マイナンバーカードによる利用機能登録申込書（別記様式

第６号）」を「利用機能登録申込書（別記様式第５号）」に改め、同条第４項中「マイナンバーカード」を「

マイナンバーカード等」に改め、同条第５項第１号中「又は利用券機能登録を受けたカード」を削り、同項第

３号中「マイナンバーカード」を「マイナンバーカード等」に改め、同項に次の１号を加える。 

（４）その他利用券に準ずると委員会が認めるもの 

  第８条中「及び前条第１項に規定する利用券機能登録」を削る。 

第９条第１項中「又は委員会が認めるカードに利用券機能の登録」及び「又は利用者登録兼利用機能登録申

込書」を削り、同条第２項中「又は第７条第１項の規定により利用券機能登録を受けたカード」を削る。 

  別記様式第５号を削る。 

  別記様式第６号を次のように改める。 
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 別記様式第６号を別記様式第５号とする。 

 （和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正） 

第２条 和歌山市コミュニティセンター条例施行規則（平成３年教育委員会規則第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第４項中「（マイキープラットフォーム（同項に規定する個人番号カードを様々なサービスを呼び出

す共通ツールとして利用するための情報基盤をいう。）にマイキーＩＤが登録されているものに限る。以下「

マイナンバーカード」という。）」を「（以下「マイナンバーカード」という。）及びその他委員会が認める

カード（以下「マイナンバーカード等」と総称する。）」に、「マイナンバーカードによる利用機能登録申込

書」を「利用機能登録申込書」に改め、同条第５項中「マイナンバーカード」を「マイナンバーカード等」に

改め、同条第６項第２号中「又は利用券機能登録を受けたカード」を削り、同項第３号中「マイナンバーカー

ド」を「マイナンバーカード等」に改め、同項に次の１号を加える。 

（４）その他利用券に準ずると委員会が認めるもの 

  別記様式第１３号を次のように改める。 
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 附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年３月２８日から施行する。 

 （第１条の規定の施行に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の利用券機能登録を受けたカードは、当分の間、本

人確認書類を確認後、第７条第１項の規定により交付された利用券として使用することができる。 

 （第２条の規定の施行に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の和歌山市コミュニティセンター条例施行規則第８

条第６項第２号の規定する利用券機能登録を受けたカードは、当分の間、本人確認書類の確認後、利用券とし

て使用することができる。 

                                    （令和６年３月８日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第４号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年３月４日 

                                   和歌山市教育委員会      

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年３月７日（木） 午後６時から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）第３次和歌山市教育振興基本計画（案）について 

（２）和歌山市立和歌山高等学校の教員の給与について 

（３）令和５年度末退職校長に対する感謝状授与について 

（４）２０２４年度和歌山市学校教育指針について 

（５）和歌山市社会福祉審議会委員の推薦について 

（６）和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（７）和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部改正について 

（８）令和６年度教科書採択に係る基本方針について 

（９）人事案件について 

（１０）その他 

                                    （令和６年３月４日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和６年３月６日 

   和歌山市農業委員会    

会長  谷 河 績    

１ 開催日時 

  令和６年３月１１日 １３時００分 

２ 開催場所 
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   和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１）市民農園の開設の認定について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５）農用地利用集積計画について 

（６）非農地通知について 

（令和６年３月６日掲示済）  

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項の規定に基づき、

同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「旧法」という。）第１８条第１

項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定により公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和６年３月１１日 

 和歌山市農業委員会    

会長  谷 河 績    

（令和６年３月１１日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第６号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。 

令和６年３月８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 
事業所の

名称 
事業所の所在地 

指定年月

日 
登録番号 

大阪府泉佐野市上瓦屋８２０番地の１１ 

マツシタ設備 

代表者 松下直樹 

マツシタ

設備 

大阪府泉佐野市

上瓦屋８２０番

地の１１ 

平成２８

年１１月

２９日 

第５７０号 

和歌山県紀の川市桃山町神田１２６番地２ 

株式会社仁井田電機 

代表取締役 仁井田晋二 

株式会社

仁井田電

機 

和歌山県紀の川

市桃山町神田１

２６番地２ 

平成２９

年５月９

日 

第５７３号 

和歌山県海南市大野中４３７番地６ 

太田工業 

代表者 太田殖美 

太田工業 和歌山市木ノ本

７８３番地２ 

 

平成２８

年１月２

０日 

第５５３号 

大阪府泉南市新家８５７番地２ 

泉南設備工業株式会社 

代表取締役 田中良和 

泉南設備

工業株式

会社 

大阪府泉南市新

家１７３７番地 

平成２８

年１月８

５日 

第５５２号 

大阪府豊中市庄内栄町４丁目５番７号 

株式会社アクアサービス 

代表取締役 多田健史 

株式会社

アクアサ

ービス 

大阪府豊中市庄

内栄町４丁目５

番７号 

平成２８

年３月７

日 

第５５６号 

和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺１２６－３６ 中谷電気 和歌山県伊都郡 平成２８ 第５７１号 
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 中谷電気工事株式会社 

代表取締役 中谷啓二 

工事株式 

会社 

かつらぎ町妙寺

１２６－３６ 

年１１月

２９日 

 

（令和６年３月８日掲示済）  

 

【 消 防 局 訓 令 】 

消防局訓令第２号 

和歌山市消防局警防規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月１５日 

和歌山市消防局長  𠮷 野 楠 哉    

和歌山市消防局警防規程の一部を改正する規程 

和歌山市消防局警防規程（昭和６２年消防局訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 
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 附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


